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～一人一人を大切にした教育のために～

基礎学力の定着と
希望進路の実現

◆基礎学力定着のための個に応じた
指導方法の工夫改善

◆多様な進路を主体的に選択できる
能力の育成

◆原級留置・中途退学の解消
◆不登校等児童生徒へのきめ細かな
支援

人権学習の充実

◆普遍的な視点からのアプローチと
個別的な視点からのアプローチに
よる人権意識の高揚

◆人権問題を自分自身の課題として
捉え、 解決に向けて実践する意識
・意欲・態度の育成

◆各教科・領域の学習との関連付け
◆各学校・地域の実態や今日的状況

を踏まえた人権学習の工夫改善

学校 家庭 地域社会及び関係諸機関の連携 協働
◆個々の児童生徒への指導や体系的な人権教育推進のための日常的・継

続的な連携・協働
◆多様な体験活動充実のための連携・協働

教職員の人権意識の高揚
◆人権教育推進の担い手として人権尊重の理念についての認識深化
◆同和教育の成果と手法への評価を踏まえた継承と活用
◆あらゆる人権問題についての研修の推進

あらゆる教育活動を通した人権教育の推進

学 校 教 育

児童生徒の集団の中での人間関係づくり
◆互いを理解・尊重しながら、信頼で結ばれ成長し合う人間関係の形成
◆自尊感情の育成と他者への理解・尊重・共感性の涵養

社 会 教 育

◆障害の有無にかかわらず誰も
がいきいきと暮らしやすい社
会を目指した学習の充実

◆普遍的な視点からのアプロー
チと個別的な視点からのアプ
ローチによる取組の推進

人権学習の充実

生涯のあらゆる機会を通した人権教育の推進
～一人一人の尊厳を大切にするために～

◆人権教育を推進する指導者として、人権問題への理解・認識の深化
◆地域の実態に即した人権学習の工夫改善のための資質向上

社会教育関係職員等の人権意識の高揚

家庭教育の支援及び
相談体制の充実

◆相談体制の充実と保護者同士
のネットワークづくりの推進

◆あらゆる機会や場を通した人権学習を推進するための連携・協働
◆地域で子どもを育てる環境づくりや多様な体験活動等充実のため
の連携・協働

学校 家庭 地域社会及び関係諸機関 団体の連携 協働

◆学習内容や学習方法の工夫改
善、学習教材の整備 ◆子育て等について学ぶ機会の

充実、情報の提供

◆地域社会全体で保護者を支援
する取組による家庭教育の支
援

人権教育を推進する ための基本的取組方針

・ ・ ・
・ ・ ・ ・
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 - 1 - 

 人権 る に 
 
 

 に 
 

 府 、令和４年 12 月に改定された府 の指 ある「 府 」

において、「一人 とりの尊 と人権が尊重され、 も も、子どもも 者も

害者も、外 人も、 ての人が れている み まれている と感

じ、 もが持つ能 を発 し、生 現 活 することの る 生の社会づくり」

を の一つとして げている。 
 府における人権教育・啓発に関する施策を 的かつ 的に進めるための基

的指 として、平成 27 年 12 月に「 府人権教育・啓発推進 （ ）」が、

さ に令和 年 月に、 の新型コロナウイルス感染症 による誹謗中傷等の社

会問題に対応するため「 府人権教育・啓発推進 （ 改定 ）」（

「 推進 改定 」という。）が策定された。 
 また、 府教育 会（ 「府教 」という。） 、平成 23 年 月に

府の教育 基 として「 府教育 ラン つながり、 る、 の知 」

を策定し、あ る教育活動を して人権教育を積極的に推進して た。令和 年

月に 、新しい 代の教育を実現するため、「 府教育 ラン」（

「 ラン」という。）を策定した。 
 「 ラン」においても、基 理 に「変化を れ に け止め、

人権尊重を基 とした 府な の 教育と社会教育とを じて、子ども

か 人ま す ての人々が生 にわた て く み け、 い をも て、

よりよい社会と な人生の り となれる人づくりを進めてい ます。」と、

人権尊重を基 とした教育の重 を げている。 
 一方、 において 、平成 28 年に「 害を理 とする差別の解 の推進に関する

法律」（ 「 害者差別解 法」という。）「 外 者に対する不当な差別的

動の解 に けた取組の推進に関する法律」（ 「 イトス ーチ解 法」とい

う。）「部 差別の解 の推進に関する法律」（ 「部 差別解 法」という。）

の人権教育に深く関わる法律が施行された。これ の法律に び 方公 の

が され、 方公 が差別のない社会の実現を 指した 的な取組を推進

することが め れている。 
 これ の経緯のもと、 とも、 教育・社会教育における人権教育について 、

各 別法、「 推進 改定 」 び「 ラン」を踏まえて 年 「人

権教育を推進するために」を策定し、 に す基 的な え方と年 との重 的

取組事 に基づ 、積極的に推進するものとする。 
 
 

  
 
(1) 人権 い 化の  

 府の人権教育・啓発の基 的指 ある「 推進 改定 」において 、

「人権という 的文化を 府において すること」を としている。 
 この を達成するために、人権尊重を日 生活の として に け、実

るという 識が、社会 び日 生活の 々にま した人権感 の かな社会

の実現を 指して、 和教育の中 積み げ れて た成 と 法への を踏ま

え、 教育と社会教育が ・ して人権教育を推進することとする。 
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(2) 人権 の  
   和教育の取組の 、 ・不 の解 、 ・ 進 の 、 にお 

ける 一応 用 の作成など様々な成 を げ、 に応じた め かな指導、推進
の確 、家庭・ 社会との 、 の中 の人間関係づくりなど くの 法を

確 して た。そして、これ の成 と 法への を踏まえ、 和教育をす ての
人の基 的人権を尊重する人権教育として して た。（ .18 を ） も、
これま の取組の成 と 題を かにしなが 、 子 化や 情報化、 化
・ ローバル化の進 、経 差の による「子どもの 」、新型コロナウイル
ス感染症 、 等の な 害を じめとする社会の な変化なども踏まえて人
権教育を推進する。 
 人権教育の推進に当た て 、「部 差別解 法」等の 別法に された基 認識

のもと、差別のない社会を実現することを 指して、法の の平等、 人の尊重とい

た 的な か のア ローチと、それ れの人権問題の解 という 別的な

か のア ローチにより人権 識の を図り、あ る人権問題の解 に けて

取り組 こととする。 
 府 、一人一人の尊 と人権が尊重され、 もが しく生 ることの

る社会を 指して、あ る人々が の いや 様 を認め い、 的に行動

し、 の能 を に発 することが る教育の実現を 指している。このた

め、一人一人の児童生徒の基 の定着と 進 の実現を図るとともに、 和問

題（部 差別）など様々な人権問題についての正しい理解や認識を深め、す ての人

々が いの や の いを認め、一人一人が差別を り える を に けた

、 の人権を り、 者の人権を るための 識・ ・実 的な行動 等を

育成することが め れる。 
 府において 、生 の に 、 児 か の発達の段階を踏まえ、

の実 等に応じて、 教育と社会教育とが ・ して人権教育を推進するもの

とする。 
 
 

 人権 る の  
 
   

る し 人権 の  
 各 において 、人権に した教育活動に努めるなど、教育活動 に人

権教育を適切に 置 け、一人一人を 切にした教育の推進を図る。その 、

や の実 ・ 題の状況等を に把握して、人権教育推進 を策定する。

また、 の ー ー のもと 推進 を 実さ るとともに、日 的

に ・ を行い、さ に に基づく改 を図りなが 、実 に努める。 
 

 の の   
 児童生徒が、よりよい社会と な人生を り るよう、生 び ける基

を うという に て、教育の実 的な機会 等の実現を図る。 
 府教 において 、 和問題（部 差別）など様々な人権問題の解 を 指し

た人権教育の基 として「様々な を お ている児童・生徒に対して、も

れなく さ 、その基 を め、進 を するという公教育 の

を たす努 が ある」と え、児童生徒の 等の取組を推進して

た。 も、社会・経 的に な状況に置かれている児童生徒の基 の定

着と 進 の実現を図り、よりよい社会と な人生を り すために な

を うこと 、人権教育の重 な ある。す ての 種において児童生徒の

生活背景や 、 の実 等を正確に把握して に応じた指導方法の

改 を進め、基 の定着を図り、 の を進める。また、 ことと

の とのつながりを見 しなが 、社会的・ 的 に けて な基
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となる資 ・能 を に けていくことが るよう、 ア教育を 実し、

様な進 を 的に る能 を に けさ 、 進 の実現に努める

とともに、 等 において 置や中 の解 に努める。

 さ に、一人一人を 切にした教育を推進する か 、不 や発達 害の

ある児童生徒への め かな支援に努めるなど 々の児童生徒の実 ・ 題に応

じた 的な指導を行う。

人権 の

児童生徒の人権 識の び人権問題の解 に けた資 ・能 の育成のた

めに、発達の段階に応じ、 的な か のア ローチと 別的な か の

ア ローチにより人権 を 実する。

「部 差別解 法」 、 的に「部 差別の解 を推進し、も て部 差別

のない社会を実現することを 的とする」、「 イトス ーチ解 法」 、基

理 として「 民 外 者に対する不当な差別的 動のない社会の

実現に するよう努めなけれ な ない」と げているように、人権 が人

権問題解 や差別解 に につながり、 生社会を実現するものとなることが

ある。

 そのために、人権 と各教 ・ との関 けを図りなが 、児童生徒が

したことが知的理解にとどまることなく、人権感 を めることにつながる

ようにする。また、 和問題（部 差別）など様々な人権問題を の 題

として捉え、人権 識を さ るとともに、その解 に けて実 る 識

・ ・ を育成する を実施する。（ 図を ）

さ に、各 ・ の実 を踏まえ、 ・中 ・ 等 を見 した

的な人権 の実施に努めるとともに、現代の社会・経 状況や 教育を

る 日的状況を踏まえて、人権 の 改 を行う。 ・認定こども

において 、人権尊重の 生えを ぐく ことが るよう びを中心とした生

活を して教育活動を推進する。

（この図 、 子 P . 19 に している を 化したもの す） 
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 の人権 識の  
 教 、人権教育推進の い としての を め、未 を う児童生徒の

人権を尊重して、その 実現や を 的に支援する。また、教

が人権尊重の理 等についての認識を深め、 い人権 識を持つとともに、「

府教 等の資 能 の に関する指 」を踏まえ、 アス ー に応じ

た人権教育に関する実 ・指導 を さ る。 
 そのため、社会状況の変化により 化している問題等、あ る人権問題に

ついて 々の教 が 的に を進める。また、「人権教育に関する教

の 識 」の を踏まえ、各 における日 的・ 的な や 府

教育セン ーの 等の 実に努める。その 、 和教育の中 積み げ

れて た成 と 法への を踏まえて、その と発 を図る。 
 とりわけ、 について 、 教育法 11 止されている行 あり、

教 による児童生徒への ワー・ ラスメント行 の たるもの 、児童生徒

の人権を侵害する 対に されない行 あるという認識と を深め、

に けた取組の を図る。 
 いじめについて 、いじめを けた児童生徒の教育を ける権 を しく侵害

する して されない人権侵害 あるという認識のもとに、「いじめ防止対策推

進法」、 ・ 府・ び各 の「いじめ防止基 方 」 び府教 作

成の「いじめの防止等のために 教 用 ンド ク 」を踏まえ、組 的に

いじめの未然防止や 発見・ 対応に努める。 
令和４年に改 された生徒指導 の を踏まえ、特に について 、児    

童生徒 が な 生活を り、児童生徒の成 ・発達を支援するもの あ

るという理解を深めるとともに、教育 の実現と児童生徒の 的・ 的な

行動を すものとなるよう見 し等の取組を進める。 

さ に、子どもの 対策について 、「子どもの 対策の推進に関する法

律」 び「 府子どもの 対策推進 」に基づ 、す ての子ども

が生まれ育つ環境に されることなく、その に や を持 て成 して

いける社会の実現を 指す取組の推進に努める。 
 

 社会 の  
 々の児童生徒の 題に した め かな指導の推進 び発達の段階に し

た 的な人権教育を推進するために、日 的・ 的な家庭との を 化す

るとともに、 種間 び 社会、関係 機関等との ・ を図る。 

 人権教育の指導方法について、 指定 や推進 において ・実 を行

い、その成 を府 のす ての に広く さ ることなどにより、指導方法

の 改 を図る。 

 また、児童生徒の社会 や かな人間 を ぐくみ、 有用感（ に対す

る 定的な ）を めるため、 様な 活動の機会の 実に努める。 

 さ に、あ る人権問題の解 を 指した 的な取組を推進するため、社

会教育との ・ に努め、 社会の深い のもとに実 を進める。 

   

 の の の人 り 
 児童生徒が、 の中 いを理解・尊重しなが れ成 し う人

間関係をつくるような 経 や づくりに努める。 
 また、児童生徒の 尊感情や 有用感を め、 者を理解・尊重し、 者と

感 るような かな感 を ぐく 取組を進める。 
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 社会 の  
 々の児童生徒の 題に した め かな指導の推進 び発達の段階に し

た 的な人権教育を推進するために、日 的・ 的な家庭との を 化す

るとともに、 種間 び 社会、関係 機関等との ・ を図る。 

 人権教育の指導方法について、 指定 や推進 において ・実 を行

い、その成 を府 のす ての に広く さ ることなどにより、指導方法

の 改 を図る。 

 また、児童生徒の社会 や かな人間 を ぐくみ、 有用感（ に対す

る 定的な ）を めるため、 様な 活動の機会の 実に努める。 

 さ に、あ る人権問題の解 を 指した 的な取組を推進するため、社

会教育との ・ に努め、 社会の深い のもとに実 を進める。 

   

 の の の人 り 
 児童生徒が、 の中 いを理解・尊重しなが れ成 し う人

間関係をつくるような 経 や づくりに努める。 
 また、児童生徒の 尊感情や 有用感を め、 者を理解・尊重し、 者と

感 るような かな感 を ぐく 取組を進める。 
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社会  

の る 会 し 人権 の

 の実 に応じた人権教育の推進が図 れるよう の確 に努めるとと

もに、生 の に 、 児か 者に るそれ れのライフ イクル

に応じて、あ る機会や を して一人一人の尊 を 切にする教育の推進を

図る。

 また、人権教育を 的に推進するために、 ・家庭・ 社会 び関係

機関・ 等が ・ した 的な取組を 進する。

人権 の

・家庭・ ・ など な生活の において、人権尊重を日 生活の

として に け実 することが るよう、その理 び 和問題（部 差

別）など様々な人権問題について正しい理解と認識を深める 活動を 実す

る。

 また、 子 化や 情報化、 ローバル化の進 、経 差の 等によ

り 様化・ 化する人権問題についての 機会の に努める。

 その 、生 の に て、 的な か のア ローチと 別的な

か のア ローチにより、 者・ の実 び府民のニー を踏まえた

や方法の 改 に努める。

 さ に、 害の有無にかかわ もが にい い と しやすい社会を

指した の 実に努める。

の の

社会 者を支援する取組により、す ての 者が安心して子ど

もの教育や子育てに関わることが る環境づくりに努める。そのため、子育て

等について 機会の 実や情報 び子育てや家庭教育に不安や みを持

つ 者か の の 実を図るとともに、 者 が なとこ

や が るよう トワークづくりを推進する。

社会 等の人権 識の

社会教育関係 等 、生 の に て、関係 機関・ 等との

トワークづくりをコー ートすることにより、 の実 、府民のニー

を踏まえた人権教育を推進する 重 な を ている。そのため、指導者

として様々な人権問題についての理解と認識を深めるとともに、 の実 に

した人権 の 改 に取り組めるよう資 の を図る。

社会 の

府民が生 のあ る機会や を して人権についての を 的に進め

るために、公民 等の社会教育施 、 等の社会教育関係 、 、関係

行 機関等の を 化する。

子どもが かな人権感 を え、よりよい社会と な人生を り るよ

う、 社会において子ども がつながる、また子どもと 人が する活動

を推進し、 子どもを育てる環境づくりに努める。

さ に、 年の ラン ア活動や 然 活動など 様な 活動等を

実するため、 ・家庭・関係 機関・ 等の ・ を推進する。
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に る人権 の  

 

の の

に応じた指導を じて基 ・基 の を図るために、 生 別

（ ニア・わくわくス ）、中 生 別 （ りス ）、府

のセカンドラーニン 教 等の基 定着の取組を組 的・ 的に実

施し、 な状況に置かれた児童生徒の の 支えを確実に行う（ の図

を ）。また、これま の 事 により 発・実 された 方法や教材

を積極的に活用する。

児教育と 教育の な接 のために、「 児 の わりま に育 て

しい 」を 的に 有し、 児 か 中 、さ に ま

を見 す中 確実に基 の定着を図る。

児童生徒の基 的な生活 を確 さ 、 の定着や の育成

を図るために、教 がまなび・生活アドバイザーやスクールカウンセラー等

と して 関係機関等への接 やそのための な 活動を行うなど

別支援に努める。

人 、 ー ーチン 等の 方法や 人 を適切に し

て有 に活用するとともに、 に基づく 改 を進める。

認知能 と 認知能 の を めたものを児童生徒に な として不

に捉え、これ をバランスよく ぐく ための取組を推進する。特に、子ど

もの 対策推進の か も、 認知能 を ぐく ことの重 が指 さ

れていることを踏まえた取組の 実に努める（ の図を ）。

に の 化 の  
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に捉え、これ をバランスよく ぐく ための取組を推進する。特に、子ど

もの 対策推進の か も、 認知能 を ぐく ことの重 が指 さ
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に の 化 の  

認知能力と非認知能力を一体的にはぐくむ教育の展開

主体的な学び
●学ぶことに興味や関心をもち、見通しをもって

粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返っ
て次につなげる。

深い学び
●習得・活用・探究という学びの過程の中で、教

科等の特質に応じた見方・考え方を働かせて思
考・判断・表現し、学習内容を深く理解する。

「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業づくりの推進

基礎・基本の定着
●各種学力調査等の結果を組織的な授業改善や個別支援等

に効果的に活用する。
☆全ての子どもの学力を伸ばす取組の充実

☆授業とつなげる家庭学習の工夫（予習・復習）

生徒指導の機能
●児童生徒一人一人が分かる喜び、学ぶことの意義や

楽しさを感じられるよう生徒指導の機能を活かす。
☆自己決定の場、自己の存在感、共感的な人間関係、安全・

安心な風土

対話的な学び
●子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、

先哲の考え方を手がかりに考えること等を通じ、
自己の考えを広げ深める。

「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を
バランスよく育成

知識の量や技能の習熟度など学力調査・検査等により
「数値で示すことが可能とされる力」（認知能力）

コミュニケーション能力や自尊心、社会性など「数値
で示すことが困難とされる力」（非認知能力）
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実に けて、 が児童生徒の 改 に生かされるよう、指導と

の一 化を図る。

子どもの に係る実 の を踏まえ、「 ・ 状況 」や

「 府 ・ 状況 びの ス ート 」、「 生のための び

の基 」等を活用して、 び 々の児童生徒の ー の把握・

により の定着状況を的確に把握し、 々の児童生徒の 題に応じた

的なア ローチを する。

不 、発達 害のある児童生徒について、 の教育 機能の 実を図る

とともに、不 の児童生徒について 「児童生徒理解・教育支援 ート」、

発達 害のある児童生徒について 「 別の教育支援 」「 別の指導 」

「 行支援 ート」などを活用して、一人一人の状況や特 に応じた め か

な支援を 的に行う。

不 児童生徒について 、「 社会的 に けた不 児童生徒支援

こもり の未然防止に けて 」に す問題 識 び「 不 児童

生徒支援 ンド ク 社会的 に けた不 児童生徒支援について

」を踏まえた支援を行うとともに、背景にいじめや人権 の 題が い

ないかに する。また、「 教育の段階における 教育に 当する教育

の機会の確 等に関する法律」の を踏まえて教育機会の確 に努める。

害のある児童生徒が と社会 を た るように、 における ・

や ・進 の支援に取り組 。

教 、生徒が 用 に す 事 についての理解を深めることによ

り、 差別解 のための取組を確実に実施する。

の

人権学習と ・ 域との関 を図り、「人権 育を て育てたい

・ 」 p.19を を 育 動全体で育成するための リ ラ ・

メ に努める。

問題 など 々な人権問題に いて 的な か の学習を

充実する。 の 、「 」の「現 もな が する」

という 識の上に立って 問題 をめ る社会の実態を すな

ど、人権問題を社会問題として正し えるとともに、すべての学 で、

をめ す の ・ 的に う人権学習を実 する。

人権学習を て、 の社会 に いて さ 、 的な

か のア ー と 的な か のア ー を さ る で、人との

会いや対 を 体的に み る とにより、 に ながる ・ テ

を き める や、 ーシ 、 的・ 的に問

題 に取り組 とともに、生命や人 の を する態度、自 情

や自 、 を する態度の育成に努める。

ー 上の人権 害や ル に る や

、社会情 の により している人権にかか る 題を えた学

習を実 する。

問題 など 々な人権問題に る人権学習を 的・計画的に

進めるために、「人権学習 」「人権学習実 事例 」「人権学習モデル

リ ラ 」の を図る。 えて、地域・学 の実態を えて 発さ

れた などを の人権学習に に づ 、学 全体で組 的に、

的な人権学習の に努める。
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人権 資料一  

・中 の 的・ 的な ロ ラ の に努める。そのために、

中 の 用する教材について、 やかな 化を図り、その

に中 の を一 的・ 的に実施するなどの を進める。

人権 の指導方法について 、 的・対 的 深い びの を積極的に

取り れたり、 型の を取り れたりするなど、様々な の

に努める。

人権 を 能な として 者や へ積極的に公 するなど、家庭

・ 社会の理解と のもと 実 する。

「人権 啓発 ス ーコンクール」「人権作文コン スト」「北朝鮮人権侵

害問題啓発週間作文コンクール」等への積極的な を すなど、様々な

機会を活用した取組を推進する。

の人権 識の

令和元年 11 月実施の「人権教育に関する教 の 識 」 、人権問題

に係る知識の定着に 題が見 れるとともに、年 によ て人権問題に対する

け止め方が なることや指導方法に不安がある等の 題が かにな た。

これ の を踏まえて、 等の改 に努める。

す ての において、人権教育を推進するための を え、 的な

を実施するとともに、日 の の中 理 や人権教育の経 か

な教 を中心に を 識した取組を進め、偏見や差別等による生 づ

さを抱えた人々に係る様々な人権問題に対応する。

、差別の解 を 指す法律の施行に う様々な変化などの 日的

状況を に踏まえるとともに、 の実 や歴史的経 を的確に把握した人

権教育の推進につながるように を実施する。

府 教育セン ーにおいて 、教 の実 の指導に生かすことが

る 的な を し、 アス ー に応じた や ンライン 等

を じて、教 の実 ・指導 の を図る。
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こもり の未然防止に けて 」に す問題 識 び「 不 児童

生徒支援 ンド ク 社会的 に けた不 児童生徒支援について

」を踏まえた支援を行うとともに、背景にいじめや人権 の 題が い

ないかに する。また、「 教育の段階における 教育に 当する教育

の機会の確 等に関する法律」の を踏まえて教育機会の確 に努める。

害のある児童生徒が と社会 を た るように、 における ・

や ・進 の支援に取り組 。

教 、生徒が 用 に す 事 についての理解を深めることによ

り、 差別解 のための取組を確実に実施する。

の

人権学習と ・ 域との関 を図り、「人権 育を て育てたい

・ 」 p.19を を 育 動全体で育成するための リ ラ ・

メ に努める。

問題 など 々な人権問題に いて 的な か の学習を

充実する。 の 、「 」の「現 もな が する」

という 識の上に立って 問題 をめ る社会の実態を すな

ど、人権問題を社会問題として正し えるとともに、すべての学 で、

をめ す の ・ 的に う人権学習を実 する。

人権学習を て、 の社会 に いて さ 、 的な

か のア ー と 的な か のア ー を さ る で、人との

会いや対 を 体的に み る とにより、 に ながる ・ テ

を き める や、 ーシ 、 的・ 的に問

題 に取り組 とともに、生命や人 の を する態度、自 情

や自 、 を する態度の育成に努める。

ー 上の人権 害や ル に る や

、社会情 の により している人権にかか る 題を えた学

習を実 する。

問題 など 々な人権問題に る人権学習を 的・計画的に

進めるために、「人権学習 」「人権学習実 事例 」「人権学習モデル

リ ラ 」の を図る。 えて、地域・学 の実態を えて 発さ

れた などを の人権学習に に づ 、学 全体で組 的に、

的な人権学習の に努める。
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・中 の 的・ 的な ロ ラ の に努める。そのために、

中 の 用する教材について、 やかな 化を図り、その

に中 の を一 的・ 的に実施するなどの を進める。

人権 の指導方法について 、 的・対 的 深い びの を積極的に

取り れたり、 型の を取り れたりするなど、様々な の

に努める。

人権 を 能な として 者や へ積極的に公 するなど、家庭

・ 社会の理解と のもと 実 する。

「人権 啓発 ス ーコンクール」「人権作文コン スト」「北朝鮮人権侵

害問題啓発週間作文コンクール」等への積極的な を すなど、様々な

機会を活用した取組を推進する。

の人権 識の

令和元年 11 月実施の「人権教育に関する教 の 識 」 、人権問題

に係る知識の定着に 題が見 れるとともに、年 によ て人権問題に対する

け止め方が なることや指導方法に不安がある等の 題が かにな た。

これ の を踏まえて、 等の改 に努める。

す ての において、人権教育を推進するための を え、 的な

を実施するとともに、日 の の中 理 や人権教育の経 か

な教 を中心に を 識した取組を進め、偏見や差別等による生 づ

さを抱えた人々に係る様々な人権問題に対応する。

、差別の解 を 指す法律の施行に う様々な変化などの 日的

状況を に踏まえるとともに、 の実 や歴史的経 を的確に把握した人

権教育の推進につながるように を実施する。

府 教育セン ーにおいて 、教 の実 の指導に生かすことが

る 的な を し、 アス ー に応じた や ンライン 等

を じて、教 の実 ・指導 の を図る。

学校編 学校編Ⅱ 高等学校編 高等学校編Ⅱ

女性 ⑬ ３年「 女 会 等 」 ⑧ 「 な人間 を くために」 ④  女性の ？ 性の ？

害者等
⑩ 「二 的 害を える 害者と
ならないために」

さまざまな
人権問題

㉒ １年「 ボ ンは ？」※
㉓ ２年「 の力、 の思いーあな
たはどんなメッセージを ります
か？ 」

⑪ ２年「さまざまな性について考え
よう」

⑯ 「情 社会に を 見せ
よ」※
⑰ 「 のここを見てください～
な 考がされる社会をめざして
～」

⑪ 「 な性って だろう？」
⑭「 当 による 問題等
に する学習」

㉑ ３年「命尊しー本 を る意
ー」

⑭ 「 ち けてくれてありがとうー
と からの生 ー」

⑮ 「もしそれが だったらー 年
に 人権 害の と ー」

⑧ 「 イトス ー の 」
⑨ 「 いを認め、 に生きる」

⑤ 「高齢者と に生きるために」

⑰ １年「ともに生きていくために」
⑱ ２年「ノーマライ ーションの
に けて」

⑥ ２年「お互いを しよう～ 達
障害のある友だちとのより い わ
り ～」
⑦ １年「 っている人に をかけよ
う～障害のある人の に って
～」
⑧ ２・３年「視 障害者・ 障害
者 の合 的 はどうすればい
い？」

⑪ 「ともに生きる～ 生社会の一
員として～」

⑥ 「障害の『社会 ル』と障害者
権 」 「障害者差別 と
合 的 」 「心のバリアフリー」
⑦ ラリン ックの意義

⑯ ３年「年 」 ⑩ 「 生社会の をめざして」

⑲ １・２年「 れあい」
⑳ ３年「人は知ることで、たくましく
なれる、 しくなれる」

⑫ ２・３年「 と生 の 和（ ー
ク・ライフ・バランス）の を目 し
て」
⑬ １年「だれにでも、こころが しい
ときがあるから・・・」

⑪ ２年「花ー文字を ることー」
⑫ ３年「 が子 」

③ ３年「 差別を考えよう～ある
二人の について～」
④ ３年「 一 から学ぼう
～ 差別をなくす ～」

⑥ 「 差別部落の 」
⑦ 「差別と き合い、 り越えるた
めに～ 差別を考える～」

② 「 差別部落の から学
　 ～ 世編 世～ 編」
③「 でも部落差別はあるのです
か 」
⑬ 「 本人 知 」

差別 に けた

⑭ １年「ラストシーンはこうでなくっ
ちゃ（シーン３を 作しよう）」
⑮ ２・３年「世界の子どもたちは 」

⑤ １年「どうして？～『いじめ』につ
いて考える～」

⑨ 「 」
⑫  「いじめをなくすために自分がで
きることは だろう？～自分の
を り ろう～」

⑨ ３年「 イトス ー って ？」
⑩ ２年「 ょうたん 問題～ 文
化 生社会の を目 して～」

⑫ 「心の国 化をめざして～外国
人とともに～」
⑬ 「みんなに知って しいこと」

差別の構造

⑦ １年「 ン・ ンー から学
①ー」

⑧ ２年「視点メ ー から学
②ー」

① １年「『 の気持ち』を考えよう
～S S でのより いコミュニケー
ション～」

④ 「 から学 」

⑨ １年「ちがいのちがい」
⑩ ２年「 習・ 」

個
別
的
な
視
点

同和問題
（部落差別）

子ども

高齢者

外国人

ハンセン病・エイ
ズ（AIDS、後天性
免疫不全症候
群）・ＨＩＶ感染
症・難病患者等

障害のある人

社会情勢の変化等
により顕在化してい
る人権にかかわる
課題

※ がついている教材は、 成 年 から「社会情勢の変化等」に けられたが、この表では作成当時の視点の に している

普
遍
的
な
視
点

生命や
人間の尊厳

コミュニケーショ
ン能力

人権の意義

自尊感情

② １年「 見って ？」 ⑤ 「気づき（どうしてなんだろう？）」

② 「 ら地 家 ！」 ① 「自分らしく生きる」

① 「 を ー ラリン ック・アス
リートの挑戦ー」

① １・２年「 日もまた生きていこ
う」
② ２・３年「生きててくれてありがと
う」

③ １年「 たちが く、 たちの学
校生 ＜権 と ＞」
④ ２・３年「世界人権 」

⑤ ２年「いつの日か、花を かせ
て」
⑥ ３年「 の花 」

③ 「かけがえのない 、あなた」

＜京都府教育委員会作成　人権学習資料一覧表＞　（丸囲みの数字は教材番号）

小学校編Ⅰ 小学校編Ⅱ 小学校編Ⅲ 小学校編Ⅳ

女性
⑭ ２年 「いろんな　あそび　見つけ
たよ」

⑥ ５・６年 「どっちがやるの？」

さまざまな
人権問題

⑮ ４年 「電子メールがきたよ」※
⑭ ５・６年 「『掲示板』って知って
る？」※

⑭ ４年「『いろいろな性ってなんだろ
う？』」

⑨ ３・４年 「ないた赤おに」
⑬ ４年 「あなたならなんて答える」

② ５年 「半分の写真から」
⑮ ６年 「キング牧師」

⑦ １年 「うれしい　おてがみ」 ⑰ ６年 「エイズと闘った少年」

③ １年 「かえりみち」
⑫ ２年 「ドッジボール」

⑦ ３・４年 「あなたならどうする？ど
う思う？」
⑫ ４年 「友達」

④ ５年 「たすけにいこう」
⑬ ５・６年 「子どもだけれど」

⑪ １・２年 「きこう　はなそう　かお
を　見て」

⑧ ３・４年 「どんなことができるか
な」

⑩ ５・６年 「バリアフリーってどんな
こと？」
⑪ ５・６年 「コミュニケーションして
みよう」

⑤ ５・６年「こんな時　あなたならど
うする？」
⑮ ５・６年「それって本当？」

② １年 「なんて　いったら　いいの
かな」
⑬ ２年 「自こしょうかい　すごろく」

② ３年 「わたしメッセージ」
⑪ ４年 「お祭りにいこう」

⑤ ５・６年 「旅館の部屋は？」
⑨ ５・６年 「こんな時、どうする？」

③ ２年「文字でかいわをしよう」
④ ５・６年「どう感じるかな」
⑧ ３・４年「なにかできるかな？な
にができるかな？」

⑰ ４年「ざる」
⑲ ６年 「『誇り』をかけた闘い」
⑳ ６年 「人の世に熱あれ　人間に
光あれ」

⑨ ５・６年「見た目だけでは分から
ないけど　知っていた？」
⑩ ６年「『バリアフリー』について考
えよう」

⑥ １年 「せかいの　がっこう」
① ３年 「いろいろな国」
⑯ ４年 「二つの祖国を持って」

⑯ ６年 「サムルノリ」
⑪ ２・３年「どこからきたのかな？」
⑫ ５・６年「国境を越えた絆」
⑬ ４年「お互いのことを認め合おう」

⑥ 5・６年「『いじめは残酷だ』」
⑦ ３～６年「いじめの種　ぼくめつ作
戦　～見つめ直そう　自分のクラス
～」

⑩ １・２年 「おじいちゃんや　おばあ
ちゃんたちの　一日」
⑰ ２年 「大すきな　おばあちゃん」

⑤ １年 「せみの　ようちゅう」
⑯ ２年 「あなたが　生まれた時」

① １年 「ともだち　だいすき」
⑮ ２年 「やさしい心」

④ １年 「ぼく　わたし　はっけん」
⑧ １・２年 「ぼくの　『すてき！』」

⑨ １・２年 「どんな　気もちかな」
⑱ ２年 「あしなが」

普
遍
的
な
視
点

生命や
人間の尊厳

人権の意義

個
別
的
な
視
点

子ども

高齢者

障害のある人

同和問題
（部落差別）

ハンセン病・エイ
ズ（AIDS、後天性
免疫不全症候
群）・ＨＩＶ感染
症・難病患者等

外国人

社会情勢の変化等
により顕在化してい
る人権にかかわる
課題

自尊感情

コミュニケーショ
ン能力

差別の構造

① ６年 「まちづくりプロジェクトに挑
戦！」

② ３・4年「わたしってどんな人」

④ ３年 「地雷ではなく花を」
⑩ ４年 「ぼくなんか」

① ５年 「命　～せいいっぱい生きる
～」

③ ３年 「あるといい　ないとこまる」
⑭ ４年 「世界に一つだけの花」

⑱ ６年　「『人権』について考えよ
う」

⑤ ３・４年 「みんなちがって　みん
ないい」

③ ５年 「あなたの○○が好きです」
⑦ ５・６年 「トマトとメロン」
⑧ ５・６年 「アイ・メッセージ」

⑥ ３・４年 「ぼくの　おじいちゃんと
おばあちゃん」

⑫ ５・６年 「ばあちゃん、家に帰ろ
う」

人権学習 一
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府教 作成の「教 人権 ンド ク」「人権教育指導資料」「人権

資料 」「人権 実 事 」「人権 ルカ ラ 」や「

ーフレ ト（教 の 実のために・人権教育を推進するために）」等の

活用、 理 や人権教育 当者による「たより・ 」の発行等を じて、一

人一人の教 が 的かつ日 的に に努める。特に、教 の人権 識

人権 の けに なわけ ないことを認識し、人権尊重の にあ

れた づくりのために、 の人権 識を り る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人権 についての 等、事 ・事 の教材 を組み わ た

を実施するなど、教 間 指導 の 理解を図るとともに、指導方法

の 改 を図り、実 ・指導 を さ る。 
教 、 実した人権 を実施し、 別の人権問題に係る に的確かつ

め かに対応 るよう、様々な 別法に された基 認識、社会の実 な

どについての理解を深めるとともに、組 的に対応する 識と 能を に ける。 
用 接 の 問や 一応 用 等の 定経 ・ 、 安定法等の規

定などについて、認識を深める。 
等の ラスメント行 について 、「 防止の 」等を積極的に活

用した の実施による に けた取組、「コン ライアンス ン

ド ク」等を活用したセク アル・ ラスメントや ワー・ ラスメント

の未然防止に けた取組を する。 
いじめについて 、「いじめの防止等のために 教 用 ンド ク 」等

を活用して教 が を深め、 として組 的かつ に対応する。 
子どもの 対策や ン アラーの支援について 、まなび・生活アドバイ

ザー等の 家との や 家による 等を じて、 々の教 が児童

生徒の抱える 題に く広い や深い認識、 題解 を図る実 的 を

に けるとともに、 ース会 の を 実し、 としての 題解 の

に努める。 

児童 について、 「児童 の防止等に関する法律」「 ・教育

会等 け 対応の 」 び府教 作成の「子どものＳ Ｓ インを見

さないために 教 のための児童 防止・対応 ーフレ ト 」を踏ま

えて 発見に努め、児童 を けたと われる児童を発見した者 、

事 ・児童 への があることを踏まえた ・適切な び

対応を行うとともに、「 、 育 、認定こども び認 外 育施 等か

児童 への定 的な情報 に関する指 」を踏まえて、組

的に対応するための の 実を図る。教 、児童 に関する理

解・認識を深め、児童 を発見しやすい にあることへの を める。 
等教育機関への 等により、人権教育推進の中 となる人材を 成

するとともに、その 成 を広く さ る。 

教 人権 ンド クか  
 発 等（ び方、不適切な 、 な 、メールや SNS など） 
 現（ 等、児童生徒の作 、 が発 する文 など） 
 情報 理（ 人情報の 理、 、事 の資料など） 
 環境の （教 の 理 、 規律の確 など） 
 （いじめ、児童生徒の発 等） 
 教 どうしの関わり  
 その （ 作権、 等の活用など）  
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 社会 の  
子どもの 対策の取組を推進するために、まなび・生活アドバイザーを中

として、 ラ トフ ー としての の組 を し、機能 化を図る。そ

のために、まなび・生活アドバイザー等の 家や各種支援 と教 とのつな

となる教 （コー ー ー）や児童生徒支援 等が積極的に を

たす。 
、 ン アラーの支援について、「 ン アラー 支援マニ ア

ル」を踏まえ、まなび・生活アドバイザー等の 家や「 府 ン アラ

ー 支援セン ー」との に努める。 

、 府が実施する「こどもの づくり事 」の中の 未 や子ど

もを支援する の関係機関による各種の生活・ 支援活動（ とり 家庭

の子どもの づくり事 、子ども 、生活 者 支援事 等）と

に ・ する。 
題を抱えた児童生徒について 、その背景と を かにしなが 、日

的・ 的な家庭との や積極的な ・進 、生活に係る を行うとと

もに、 題の 解 のために が積極的に 種間 や 社会・関係

機関との に努め、教育と の いつながりのもと 支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会教育における家庭教育支援の取組と 動して、「積極的に支援を ける」

という 家庭の教育 の のための様々な支援に努める。 
教育の機会 等を実 化するために、「 ・ び進 ・ を支援するた

めの援 一 」等を活用して 者・児童生徒に対し 的に援 の

活用方法を するなど、より め かな家庭等との に努める。 
す ての児童生徒に対して、 的 的に人権 識の を図り、 和問

題（部 差別）など様々な人権問題についての正しい理解や認識を深め、解

に けて実 る 識・ ・ を育成するために、 種間 、 間

を一 実する。 
いじめや 行 について、 に応じて 等と を図るなど、 題を抱

える児童生徒への 別支援と生徒指導 の 化を図る。 
不 児童生徒について 、「 社会的 に けた不 児童生徒支援

こもり の未然防止に けて 」 び「 不 児童生徒支援 ンド

ク 社会的 に けた不 児童生徒支援について 」を踏まえ、

の教育支援セン ーへの接 や に応じて民間のフ ースクールなど

との に努める。 
社会 や かな人間 を ぐく ため、社会教育や関係行 機関と して、

社会の深い のもと、 様な 活動の機会の 実に努める。 
 

 の の の人 り 
児童生徒が、 の を確認 、 いに 有用感を め えるような

の関係 を育てる取組に努め、児童生徒が の さを認め い尊重し

える を育成する。また、そのために、 な状況に置かれている児童生

 
 平成 30 年 月５日 け 30 文 生 267 「子ども の活動に  

関する 部局との について（ 知）」 
 平成 30 年 10 月 日 け 30 文 生 435 「生活 者 支援  

に関する や教育 会等と 関係機関との につい  

て（ 知）」 
 平成 30 年 12 月 27 日 け  30 児生 ５ 「 等と法 の人  

権 機関との 化について（ 知）」    など 
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府教 作成の「教 人権 ンド ク」「人権教育指導資料」「人権

資料 」「人権 実 事 」「人権 ルカ ラ 」や「

ーフレ ト（教 の 実のために・人権教育を推進するために）」等の

活用、 理 や人権教育 当者による「たより・ 」の発行等を じて、一
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人権 の けに なわけ ないことを認識し、人権尊重の にあ

れた づくりのために、 の人権 識を り る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人権 についての 等、事 ・事 の教材 を組み わ た

を実施するなど、教 間 指導 の 理解を図るとともに、指導方法
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等教育機関への 等により、人権教育推進の中 となる人材を 成
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 社会 の  
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、 ン アラーの支援について、「 ン アラー 支援マニ ア

ル」を踏まえ、まなび・生活アドバイザー等の 家や「 府 ン アラ

ー 支援セン ー」との に努める。 
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めの援 一 」等を活用して 者・児童生徒に対し 的に援 の
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の教育支援セン ーへの接 や に応じて民間のフ ースクールなど

との に努める。 
社会 や かな人間 を ぐく ため、社会教育や関係行 機関と して、

社会の深い のもと、 様な 活動の機会の 実に努める。 
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児童生徒が、 の を確認 、 いに 有用感を め えるような

の関係 を育てる取組に努め、児童生徒が の さを認め い尊重し

える を育成する。また、そのために、 な状況に置かれている児童生
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徒を じめ、す ての児童生徒を 切にする 間づくりや、児童生徒がともに

め う 間づくり・ づくりの進め方についての や実 に努める。 
教 、どの児童生徒にも「 かる び」を実感さ れるよう、生徒指導の機

能を活かす支援活動を り などの 改 に努めるとともに、児童生徒に

におけるルール等の や重 についてし かりと理解さ ることに

より、 として に び う を し、一人一人の児童生徒の 尊感情

を める。（ . の図を ） 
各教 の における 的・対 的 深い びや人権 における し い

活動を積極的に取り れる。 
「 府いじめ防止基 方 」等に基づいて、いじめや 行 の未然防止・

発見・ 対応に努めるとともに、 ましい づくりに努める。 
「特別の教  」について、人権教育との 和 に しなが 改

を図るとともに、「 教育の進め方 ンド ク」等を活用し、「心

の教育」を進める。 
「法やルールに関する教育」を じて、「 」や「公平・公正」に した

「行動（ るまい）の教育」を進め、人や社会とつながり、 生するための

を に ける取組を推進する。 
生徒会活動等の特別活動や ラン ア活動を じて、児童生徒の や

が発 る機会を 実する。 
 
 
 社会   

 人権 の  
人権 識の を図るための 様な 機会を する。 
法の の平等、 人の尊 とい た人権の 的な か のア ローチと、

的な人権問題に した 別的な か のア ローチを組み わ た

や方法となるよう、人権 の 改 を図るとともに、社会情 の変化等

を して 様化・ 化する人権問題の理解を深める。 
生 の各 に応じた、各種 等における人権 を 実さ るため、

ライ ラ ー等の 教材の に努める。 
日 生活の中 当然のこととして け れて た日 特有の や世間 等

の な問題についても、人権尊重の か 捉え すことにより、人権尊重

を日 生活の として に け実 することが るよう人権 の

に努める。 
・ 害者の指導者等に けた 会を実施することにより、 ・

害者の 活動や社会 の 進を支援する。 
社会教育関係 び社会教育関係 指導者が、様々な人権問題についての

理解と認識を深めるため、また人権 資料 <社会教育 >や 教材等を

的に活用した や方法の 改 を図るため、人権教育指導者 ン

ド ク<社会教育 >の活用を図る。 
 
 の の  

「子どもの成 ・発達」や「 」・「 」・「 」を ーマにした家庭教

育資料を した情報 ・活用 進等による、家庭教育を支援する取組を推進

する。 
家庭教育に みや不安のある 者等を対 とした やメール を

実施する。さ に家庭教育カウンセラーによる ・ により適切なア

ドバイスを行うなど、 の 実を推進する。 
と を図り、いじめ・ 用・ トトラ ルなどの現代的 題に

ついて り たり、 したりする を作るなど、 者 の トワー
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クづくりを推進する。 
家庭教育における みや不安に め やかな対応をするため、 ・ 育

・ ・認定こども ・ 部局等関係機関 びＮ などが して、

か の切れ ない支援を け、 ぐるみ 家庭を見 る の を推

進する。 
 
 社会 等の人権 識の  

人権教育推進のための 的な方策について する 府人権教育 推

進 会を 置する。 
人権教育 推進 会 の 見を踏まえ、府 各 における人権に関する

題解 の方策等を するなど、人権教育指導者 会における ・

方法等の 改 に努める。 
社会情 の変化に い 様化・ 化する人権問題の解 に け、一人一人が

差別の不 理 を理解し、 を尊重する人権感 を に け、 的に行動

る人権 識の い社会の実現につながる人権 を実施するため、指導的

にある社会教育関係 び社会教育関係 指導者の 会を実施し資

の を図る。 
会の にあた て 、人権教育指導者 ンド ク び人権 資料

等を活用した 型 を推進し、 の実情に応じた人権教育を実施するこ

とにより、人権問題についての理解と認識を深める。 
各教育局において人権教育行 当者等 会を し、人権に関する

題解 の方策について び情報 等を行う。 
指導者 会等の機会を じて、 者 が人権 識の を図るこ

とが るように支援する。 
様な人権 の機会を する 、 民にと て な公民 等の

たす が重 あることか 、関係 機関・ 等の 会を実施する。 
害 び 害のある人の人権に関する 活動を推進するため、 害者社

会教育指導者 会や 害者社会教育指導者 会を実施し指導者の資

の を図る。 
 
 社会 の  

等における人権問題 会や 等、 民を対 とした人権に

関する を 実するための支援に努める。 
いじめ・ ・ ・子どもの ・ ン アラーの支援について社会 が     

かり 取り組 ために、 ・家庭・ 社会 び関係 機関・ の を

化する。その に 、「いじめ防止対策推進法」、 ・ 府・ の「い

じめ防止基 方 」「子どもの 対策の推進に関する法律」「 府

子どもの 対策推進 」「 ン アラー 支援マニ アル」等を

に踏まえる。 

等において、子どもが な や 、 活動等に取り組

ことが るよう「子どものための 事 」「 然 活動事 」、府

図 の「子どもへの 活動支援事 」「不 児童生徒 活動推進事

」等 ・ 社会 び関係 機関・ が ・ した取組を推進する。 
において実施される、 害のある子どもと 害のない子どもが に

する 活動や 活動を 実するための支援に努める。 
府 るり 年 然の家 の 害のある子どもと 害のない子どもを対 と

した「みどり ン 」 び に行 にくい子どもを対 にした「 れあい

」を実施するにあたり ・家庭・関係機関等と ・ に努める。  
年の社会 や いやりの心など かな人間 を ぐく ため、関係機関・

等と ・ した 活動や ラン ア活動の 実を図る。 
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徒を じめ、す ての児童生徒を 切にする 間づくりや、児童生徒がともに
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教 、どの児童生徒にも「 かる び」を実感さ れるよう、生徒指導の機

能を活かす支援活動を り などの 改 に努めるとともに、児童生徒に

におけるルール等の や重 についてし かりと理解さ ることに

より、 として に び う を し、一人一人の児童生徒の 尊感情

を める。（ . の図を ） 
各教 の における 的・対 的 深い びや人権 における し い

活動を積極的に取り れる。 
「 府いじめ防止基 方 」等に基づいて、いじめや 行 の未然防止・

発見・ 対応に努めるとともに、 ましい づくりに努める。 
「特別の教  」について、人権教育との 和 に しなが 改

を図るとともに、「 教育の進め方 ンド ク」等を活用し、「心

の教育」を進める。 
「法やルールに関する教育」を じて、「 」や「公平・公正」に した

「行動（ るまい）の教育」を進め、人や社会とつながり、 生するための

を に ける取組を推進する。 
生徒会活動等の特別活動や ラン ア活動を じて、児童生徒の や

が発 る機会を 実する。 
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 人権 の  
人権 識の を図るための 様な 機会を する。 
法の の平等、 人の尊 とい た人権の 的な か のア ローチと、

的な人権問題に した 別的な か のア ローチを組み わ た

や方法となるよう、人権 の 改 を図るとともに、社会情 の変化等

を して 様化・ 化する人権問題の理解を深める。 
生 の各 に応じた、各種 等における人権 を 実さ るため、

ライ ラ ー等の 教材の に努める。 
日 生活の中 当然のこととして け れて た日 特有の や世間 等

の な問題についても、人権尊重の か 捉え すことにより、人権尊重

を日 生活の として に け実 することが るよう人権 の

に努める。 
・ 害者の指導者等に けた 会を実施することにより、 ・

害者の 活動や社会 の 進を支援する。 
社会教育関係 び社会教育関係 指導者が、様々な人権問題についての

理解と認識を深めるため、また人権 資料 <社会教育 >や 教材等を

的に活用した や方法の 改 を図るため、人権教育指導者 ン

ド ク<社会教育 >の活用を図る。 
 
 の の  

「子どもの成 ・発達」や「 」・「 」・「 」を ーマにした家庭教

育資料を した情報 ・活用 進等による、家庭教育を支援する取組を推進

する。 
家庭教育に みや不安のある 者等を対 とした やメール を

実施する。さ に家庭教育カウンセラーによる ・ により適切なア

ドバイスを行うなど、 の 実を推進する。 
と を図り、いじめ・ 用・ トトラ ルなどの現代的 題に

ついて り たり、 したりする を作るなど、 者 の トワー
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か の切れ ない支援を け、 ぐるみ 家庭を見 る の を推
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人権教育推進のための 的な方策について する 府人権教育 推

進 会を 置する。 
人権教育 推進 会 の 見を踏まえ、府 各 における人権に関する

題解 の方策等を するなど、人権教育指導者 会における ・

方法等の 改 に努める。 
社会情 の変化に い 様化・ 化する人権問題の解 に け、一人一人が

差別の不 理 を理解し、 を尊重する人権感 を に け、 的に行動

る人権 識の い社会の実現につながる人権 を実施するため、指導的
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の人権問題に る

 別の人権問題について 、「 推進 改定 」において、「現状と 題」「取

組の方 」が げ れており、その基 的認識に基づいて、 教育・社会教育において

も 題解 に けた取組を積極的に推進する。

○ 問題

＊「部 差別解 法」に された 的 び基 理 を踏まえ、 和問題（部 差別） 

の解 を図るとともに差別のない社会の実現をめ して 活動、教育 び啓発

を行うよう努める。その 、社会 の解 に けた取組に え、それ れの

・ の状況を的確に把握し、 の実情に応じて取組を推進するように

する。 

＊ 和教育の中 積み げ れて た成 と 法への を踏まえ、その と発

を図るとともに、 和問題（部 差別）を人権問題の重 な として、人権尊

重の 識・ ・実 の育成を図る。 

＊ 和問題（部 差別）についての正しい理解や認識を深め、偏見や差別 識の解 

を 指すとともに実 を めるために、イン ー トやＳＮＳによる人権

侵害など 日的な 題を取り れ、 ・方法の 改 に努め、人権

の 実を図る。 

＊一人一人を 切にした教育を推進する中 、基 の定着や 置・中   

の解 、 進 の実現に けて積極的な取組を進める。 

＊ 社会の中 生 施 等を活用した 進、 民間の 理解の深化を

進める。

○ の人権問題

＊ドメス ク・バイ レンス（ ）や ート 等の防止に けて、 が

いに尊重し うための教育を推進する。

＊セク アル・ ラスメントやマ ニ ・ ラスメント等の を行うなど、

にかかわる様々な人権侵害についての正しい理解と認識を深める。

＊す ての人がその と能 を発 る 社会の実現を 指した

教育・ 活動を推進する。

○ 子 の人権問題

＊子ども一人一人の人権が に尊重され、子どもが やかに育 、安心・安

に る環境づくりを進めるため、 家庭 社会 び関係機関等の

を一 化する。

＊教 法に て、 を し、いじめの未然防止・ 発見・ 対応に

努めるとともに、児童 を発見しやすい にあることを し、児童 の

発見、 などの ・適切な び対応に努める。

＊教 まなび・生活アドバイザーやスクールカウンセラーと して、 ン

アラーを に発見し、 を ラ トフ ー として、 関係機関とも

しなが 、 ている子ども達の支援にあたる。

＊ と 関係機関等が ・ し、より め かに家庭との を図ること

により子どもの 対策を推進する。 

＊不 、発達 害のある子どもへの め かな指導・支援を行うために、資料の

作成・ などを確実に行う。それにより、 や 刻等の状況、 々の特

等を的確に把握し、 にかつ 的・ 的に対応することにより、 題の発

見や深刻化の未然防止に努める。
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＊ どもの自主 や主体 が発 できる 会を充実するとともに、 権 や成

の を え、社会の一員としての自 や態度を育て、 れを共生社

会実現に生か うとする を育てる。  

○ の人権問題

＊ 社会や 者についての正しい理解と認識を深めるとともに、 者に対

する尊 や感 の心を育てる 活動を 実する。

＊ 者 がい い と生活 るよう、 機会の と 成 を生かした

社会 活動を 進する。

○ の る人の人権問題

＊ 府の「 としての の を進めるとともに こえに 害のある人とな

い人とが支え う社会づくり 」に げ れた基 理 等への理解・認識を深

め、 を として広めるとともに 害の特 に応じたコ ニ ー ン方

法を る環境づくりに努める。

＊「 害者差別解 法」に された 的、基 方 等を踏まえ、差別の 止 び

理的 についての理解・認識を深め、 害のある人の人権を尊重する対応に努

める。その 、「 府 害のある人もない人も に安心してい い と し

やすい社会づくり 」 びその イドラインについても に理解を深める。 
＊ 、 、 症ス クトラ 症等の発達 害を めた 害 び 害のあ

る人に対する正しい理解と認識を深め、偏見や差別 識を解 するための 活

動を 実する。

＊ 害のある人が社会の一 として 実した生活が めるよう 機会の を

図る。

＊ 害の有無にかかわ もが にい い と しやすい社会を 指し、イン

クルー 教育 ス の を推進する。

○ 外 人の人権問題

＊「 イトス ーチ解 法」に された 的 び基 理 を踏まえ、 イトス ー

チのない社会の実現をめ して 活動、教育 び啓発を行うよう努める。

＊「 府公の施 等における イトス ーチ防止のための 用 に関する イ

ドライン」を踏まえた対応を行う。

＊ 外 や の民族について、歴史的経緯や社会的背景を知るなど、正しい理解と

認識を深めるとともに、その いと を認め、 いに理解し尊重する能 と

を う。

＊新たな 資 の を踏まえた外 人児童生徒の の や進

につながる 資 の な把握に努める。

＊外 指導 等の支援を けて、 様な文化への理解やコ ニ ー ン能

の育成を図るなど、す ての児童生徒に対する人権尊重を基 とした 理解

教育に努める。

＊「外 人児童生徒に関する指導の指 」を踏まえた指導を推進する。

・す ての児童生徒に対して、 的 に た人権尊重の教育を推進し、

様な文化を持 た人々と に生 ていくための資 や能 が に くよう指導

の 実を図る。

こども基 法（令和４年 月 22 日公布、令和５年４月 日施行） 

理 び 民認定法 び法 置法の一部を改正す

る法律（平成 30 年 12 月 14 日公布、平成 31 年４月 日施行） 
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やすい社会づくり 」 びその イドラインについても に理解を深める。 
＊ 、 、 症ス クトラ 症等の発達 害を めた 害 び 害のあ

る人に対する正しい理解と認識を深め、偏見や差別 識を解 するための 活

動を 実する。

＊ 害のある人が社会の一 として 実した生活が めるよう 機会の を

図る。

＊ 害の有無にかかわ もが にい い と しやすい社会を 指し、イン
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＊外 指導 等の支援を けて、 様な文化への理解やコ ニ ー ン能

の育成を図るなど、す ての児童生徒に対する人権尊重を基 とした 理解
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理 び 民認定法 び法 置法の一部を改正す

る法律（平成 30 年 12 月 14 日公布、平成 31 年４月 日施行） 
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・外 人児童生徒に対して、日 の指導等、 に応じた指導を積極的に進め、

の 実・ を図る。その 、「日 教育の推進に関する法律」を踏ま

える。

・外 人児童生徒が への を持 、 の進 を 的に切り くことな

ど 実現が るよう指導の 実を図るとともに、民族 を 切にし、人の

つながりを深める取組の 実に努める。

○ イ （AIDS、後天性免疫不全症候群） 感染症 等の人権問題

＊ ンセン やエイ 、 についての正しい理解と認識を深め、 ンセン 者、

ハンセン 元 者 びその家族、エイ 者・ 感染者や 者等に対す

る偏見や差別 識の解 を 指す取組を推進する。

＊ ンセン 者、 ンセン 元 者 びその家族、エイ 者・ 感染者や

者等が尊 をも て る社会づくりを 指す取組を推進する。

の の 的、さ に 的な 害に いての正しい と 識

を め、 害 の かれている や 害 支援の に いて

の 進を図る学習 動を充実する。

○ 害 の

＊「京都府 害 支援条例」に された基 を え、 害 と

< 人権問題>

○ ス

＊ ー レスとな た人が 社会の中 した日 生活が 能となるように、

正しい理解と認識を深めるように努める。

○ アイ

＊「 的指 び ン ーアイ ン の 様 に関する 民の理解の 進

に関する法律」に された 的 び基 理 を踏まえ、家庭 び 民その

の関係者の を つつ、教育 啓発、教育環境の 、 の機会の確 等

を行うことにより 的指 び ン ーアイ ン の 様 に関する

児童生徒の理解の 進に努める。 

＊文部 か された「 一 害に係る児童生徒に対する め かな対応

の実施等について」 び「 一 害や 的指 ・ 認に係る、児童生徒に

対する め かな対応等の実施について（教 け）」を踏まえ、適切な指導

に努める。

＊ みや不安を け止める 、いわ る「 的 者」とされる児童生徒

に するもの あることに の 、「 対策 」において「

の 等が いことが指 されている 的マイ について、無理解や

偏見等がその背景にある社会的 の一つ あると捉えて、教 の理解を 進

する」とされていることも踏まえて、 の の 実に努め、 当の児童

生徒が をしやすい を える。その 、アウ ン （ 人が公にして

いないことを 人が すること）も重 な人権侵害 あることにも する。 

○ て し 人

＊ を えて した人が、 の人々の理解と を て社会 が るよう

啓発を推進する。

的指 び ン ーアイ ン の 様 に関する 民の
理解の 進に関する法律（令和５年 月 23 日公布、施行） 
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○ アイヌの人々、婚外子、識字問題

＊アイヌの人々、婚外子、識字問題に関する教育・啓発の推進に努め、各人権問題

の状況に応じた取組を推進する。

○ 北朝鮮当局による拉致問題等

＊拉致問題等についての府民の関心と認識を深めるための周知・広報に努めるなど

啓発活動を推進する。

＊北朝鮮当局による拉致問題等を深刻な人権問題の一つとして捉え、歴史的経緯や

社会的背景等を知り、拉致問題を正しく理解するとともに、特に若い世代に拉致

問題への認識を広めるように努める。そのため、アニメ「めぐみ」などの教材や

各種資料の積極的な活用を図り、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール」

等の機会を活用した取組を推進する。 

 <社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題>

○ 新型コロナウイルス感染症による人権問題

＊「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別

的取扱い等の防止に関する規定を踏まえ、不確かな情報に惑わされて人権侵害に

つながることのないように、新型コロナウイルス感染症についての正しい理解と

認識を深め、正しい情報に基づいた冷静な行動をとるよう、児童生徒の発達段階

に応じた指導を行う。 

＊感染者や濃厚接触者、医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対

する偏見・差別・いじめ・ＳＮＳ等による誹謗中傷等の未然防止に努める。また、

ワクチン接種やマスク着用の有無に関しても様々な状況や事情があることを踏

まえ、偏見・差別等の未然防止に努める。

＊いじめへの不安や家庭環境の変化等による心理的なストレスを抱える児童生徒

の状況を的確に把握し、スクールカウンセラーやまなび・生活アドバイザー、関

係機関による支援に確実につなげる等、児童生徒に適切に対応する。

実を図る。

＊ ー の 組みと に いて 知するとともに、情報モラルとメデ

ィアリテラシーの向上を図り、府民が 害 にも 害 にもな ないよう、

に た 育・ 発を推進する。

＊「 れ い・す やかテ 」や 相談 の取組により人権 害の

と学 での早期の に努める。

＊学 、 と や 、 との を める。

る自 の権 を守る とができるよう、学 での 育の充実に努める。

○ の

＊ ー 社会の で ・ する人権問題の に向 た学習の充

○ の

＊ 人の ラ シー を守る との や情報の ・発 に る やモ

ラルに いての正しい と 識を るための 育・ 発に取り組 。

○ の推進

＊ が 上で な 関 の知識を習得する とにより、 生 に

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進
に関する法律（平成 31 年４月 26 日公布、令和元年５月 24 日施行） 
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○ 犯罪被害者等の人権問題

＊犯罪被害者とその家族又は遺族の直接的、さらには二次的な被害についての正

しい理解と認識を深め、犯罪被害者等の置かれている状況等に関する理解の促

進を図る学習活動を充実する。

<様々な人権問題>

○ ホームレス

＊ホームレスとなった人が地域社会の中で自立した日常生活が可能となるように、

正しい理解と認識を深めるように努める。

○ 性的指向・性自認

＊性的指向・性自認についての理解を深め、多様な性の在り方やＬＧＢＴ
（Lesbian､Gay､Bisexual､Transgender）等の概念について正しく理解・認識し、
誰もが安心して暮らしていけるための教育・啓発を推進する。

＊学校では、平成27年４月30日付けで文部科学省から出された「性同一性障害に
係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」を踏まえ、適切な指
導に努める。

＊悩みや不安を受け止める必要性は、いわゆる「性的マイノリティ」とされる児
童生徒全般に共通するものであることに配慮の上、「自殺総合対策大綱」も踏ま
えて、学校の相談体制の充実に努めるとともに、該当の児童生徒が相談をしや
すい雰囲気を整える。

○ 刑を終えて出所した人
＊刑を終えて出所した人が、地域の人々の理解と協力を得て社会復帰ができるよ

う啓発を推進する。

○ アイヌの人々、婚外子、識字問題
＊アイヌの人々、婚外子、識字問題に関する教育・啓発の推進に努め、各人権問

題の状況に応じた取組を推進する。

○ 北朝鮮当局による拉致問題等
＊拉致問題等についての府民の関心と認識を深めるための周知・広報に努めるな

ど啓発活動を推進する。

<社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題>
○ インターネット社会における人権の尊重

＊インターネット社会の中で多様化・複雑化する人権問題の解決に向けた学習の
充実を図る。

＊インターネットの仕組みと危険性について周知するとともに、情報モラルとメ
ディアリテラシーの向上を図り、府民が加害者にも被害者にもならないよう、
年齢等に応じた教育・啓発を推進する。

＊「ネットいじめ通報サイト」の運営や学校ネットパトロール等の取組により人
権侵害の把握と学校での早期の指導に努める。

＊学校、家庭と警察や法務局、市町村等との連携を深める。

○ 個人情報の保護
＊個人のプライバシー等を守ることの重要性や情報の収集・発信における責任や

モラルについての正しい理解と認識を広げるための教育・啓発に取り組む。

○ 安心して働ける職場環境の推進
＊労働者が働く上で必要な労働関係法の知識を習得することにより、職業生活に

おける自らの権利を守ることができるよう、学校等での教育の充実に努める。

○ 自殺対策の推進
＊「京都府自殺対策に関する条例」などに基づき、悩みを抱えた人の孤立を防ぎ、

すべての府民が地域社会の一員として共に生き、共に支え合う社会を実現する
取組の推進、自殺の原因となり得る問題に対する早期の相談・支援体制の充実
に努める。

（「教職員人権研修ハンドブック」から）

-  14 -- 20 -

　（「人権教育の指導方法等の在り方について [第三次とりまとめ ]」から）

-  15 -
- 17 -

すべての府民が地域社会の一員として共に生き、共に支え合う社会を実現する取 
組の推進、自殺の原因となり得る問題に対する早期の相談・支援体制の充実に努
める 。

分や他の人々の命と人権を守る行動を取り、地域社会の一員として自主的に行動

できる知識や態度の育成に努める。 

＊誤った情報や風評など不確かな情報に左右されず、客観的な事実など正しい情報

に基づいて行動できるよう、情報モラルとメディアリテラシーの向上を図る。 

○ 自殺対策の推進

＊「京都府自殺対策に関する条例」などに基づき、悩みを抱えた人の孤立を防ぎ、

○ 災害時の配慮

＊災害発生時に、計画的・継続的な災害安全学習に基づいた正しい判断のもと、自
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